
 

 

八戸工業高等専門学校産業技術振興会会則 

 

（名  称） 

第１条  本会は、八戸工業高等専門学校産業技術振興会と称する。 

 

（事務所） 

第２条  本会は、事務局を八戸工業高等専門学校に置く。 

 

（目  的） 

第３条  本会は、八戸工業高等専門学校（以下「八戸高専」という。）の教育研究に協力す

るとともに、会員相互の連携を密にして産業技術の振興を図り、地域社会の発展に資する

ことを目的とする。 

 

（事  業） 

第４条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 地域産業の振興、発展に関すること。 

（２） 産官学の交流に関すること。 

（３） 八戸高専ヘの奨学寄附金の斡旋に関すること。 

（４） 八戸高専の教育研究援助に関すること。 

（５） その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

（会  員） 

第５条  本会は、本会の趣旨に賛同する団体、法人及び個人企業をもって組織する。 

 

（役  員） 

第６条  本会に、次の役員を置く。 

（１）会長     １名 

（２）副会長   ３名 

（３）理  事   若干名 

（４）監  事   ２名 

 

（役員の選任） 

第７条  役員は、総会において会員のうちから選任する。 

 

（役員の職務） 

第８条  会長は、本会を代表し、本会の業務を総括する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 



 

３  理事は、重要事項を審議し、これを処理する。 

４  監事は、本会の会計を監査する。 

 

（役員の任期） 

第９条  役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２  補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（顧問及び参与） 

第１０条  本会に顧問及び参与を置くことができる。 

２  顧問及び参与は、役員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。 

３  顧問及び参与は、会長の要請に応じ、又は会議に出席し意見を述べることができる。 

 

（総  会） 

第１１条  総会は、定時総会と臨時総会とし、会長が招集し、議長となる。 

２  定時総会は、原則として毎年６月に開催する。 

 

（役員会） 

第１２条  役員会は、必要の都度、会長がこれを招集する。 

２  役員会は、総会に提出する議案及び重要事項を審議する。 

 

（経  費） 

第１３条  本会の運営は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。 

２ 会費の額は、別に定める。 

 

（事業年度） 

第１４条  本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（雑  則） 
第１５条  この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、役員会においてこれ

を定める。 

 

    附  則 

  この会則は、平成５年６月１７日から施行する。 

  

  附  則（平成２６年６月２０日一部改正） 

  この会則は、平成２６年６月２０日から施行する。 

 

附  則（平成２７年６月２４日一部改正） 

  この会則は、平成２７年６月２４日から施行する。 

 



 

（会則第１３条第２項関係） 

 

 

 

 

 

八戸工業高等専門学校産業技術振興会における会費の額について 

 

 

 

八戸工業高等専門学校産業技術振興会会則第１３条第２項における会費は、１口年額３万円

とし、１口以上で申込むものとする。 

 


